
―宮市の公民館

一宮市南部生涯学習セ ンター・朝 日公 民館

一宮市教育委員会
教育部生涯学習課

11●■■ ||1隋 ||||

|||1蛉

||||||||||||||||||||||||||||||||||

11111111111111111111111111

■||■●●|

1111

111

舅:S
麟:::::::::::::::::=

購
===慾玄,‐

~

懸
=機:::::|||||

爾||::| ||

蟹::tt l
朦11,||||||||

ヽ
'|||||||||||||||||||

1:|:|||||||||1111111:||||1111111111111,11111111111,11,11,1,1,I:iiitillli111ヽ III:lilllilililili:11111:,

||||||||:

隕蟷炒財
覇漏露熙

嬢||ミ

陽⑮鰈勒靱



目 次

Ｉ

　

Ⅱ

。は じめに ・・・・・・・・・

。一宮市の公民館

.公民館 の施設

。公民館の事業

。地区公民館事業の運営組織

(1)公民館本部役員 ・・・・

(2)公民館推進委員

(3)公民館協力部 ・

4.公民館主事

一宮市公民館の組織 ・・・・・

5。 地区公民館の事業内容

(1)魅力ある地域づ くり事業

(2)家 庭・青少年学習事業

(3)成 人・高齢者学習事業 ・・・・

(4)女性学習事業 ・・・・・・・・・・・・

(5)学 習発表会事業

(6)体 育 レク リエーシ ョン事業

6。 地区公民館の利用

(1)公民館の貸出制限

(2)公民館の利用方法

(3)貸 出 しの優先順位

１

　

２

　

３

7.行事補償保険

(1)対象になる活動 ・・・・・・・・・

(2)対象にな らない場合 ・・・・・

(3)保険金額

Ⅲ。おわ りに 。・・・・・・・・・

1

一宮市の地区公民館施設

2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

・・・・・・・・・・・・・・8

9



I は じめに

時代は今、人々が生 きがいを求 めて充実 した人生 を送 ることが

できる持続可能な社会づ くりが求め られています。

すべての人々の生涯学習活動 を支援す る場 として、公民館 の重

要性 は今後 さらに増大す るに違いあ りません。

公民館 は地域 の社会教育 を中心 とした生涯学習の拠点であ り、

社会教育や生涯学習活動 を進 める機会 と場 を地域 にお住まいの皆

さんに提供 しています。

Ⅱ 一宮市の公民館

1 公民館 の施設

公民館 は地域 に根 ざした文化活動、学習活動の場であ り、地域

住民の生涯学習や交流 とふれ あいの場 として多 くの市民に利用 さ

れています。いつでも・だれで も・気軽 に利用できるよ う市内各

地 に地区公民館が設 け られ、地域 の生涯学習等の拠点施設 となっ

ています。

当市の地区公民館は、 9ページの とお りです。

2 公民館の事業

中央公民館事業では、公民館相互の連携調整 に関す る事業 とし

て、各地区の公民館役員を対象 とした研修会や事例発表会を開催

しています。

地区公民館では、市教育委員会 より委嘱 される連区公民館長の

もと地域のボランティアの方が役員 とな り、公民館執行部、公民

館推進委員、公民館協力部を組織 し、それぞれの地区で事業を展

開 しています。

3 地区公民館事業の運営組織

(1)公民館本部役員
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地区公民館 は、地域 の人々によ り運営 されています。連 区公民

館長・副連 区公民館長 を中心 として、執行部役員が 「魅力 ある地

域づ くり」 「家庭学習」 「成人学習」 「女性学習」 「体育 レク リ

エーシ ョン」な どの部 に分かれ、それぞれの事業 を企画 し、実施

します。

(2)公民館推進委員

公民館本部役員だけで、地域の さま ざまな学習要求に応 え、地

域 の課題 を的確 に把握 しその実情に応 じた公民館運営を図ること

は困難 なことです。地域全般 に公民館活動 を周知 した り住民の声

を汲み取った りす るには、地域の皆 さんのご協力が不可欠です。

このため、各町内か ら公民館推進委員 を推薦 していただいてい

ます。一部 には協力員の名称 を使 ってい るところや、別 に担 当委

員、体育委員、文化委員な どを設 けている地区もあ ります。

その役割 は、地域 の住民に公民館活動 を PRし ていただ くこと、

積極的な参加 を呼びかけていただ くこと、また地域住民か らの要

望 を本部役員 に知 らせていただ くことな どです。 さらに運動会や

学習発表会 な どで会場設営な どのお手伝いをしていただいている

ところもあ ります。

このよ うに、公民館 と地域の皆 さん方 とのパイプ役 となる重要

な役 目を担 っていただいています。

(3)公民館協力部

公民館協力部は、地域の各種団体の代表の方や学識経験者で構

成 され、次のよ うなご協力 を していただいています。

公民館事業に対 し、

①会場や情報を提供 していただ く。

②傘下の会員 に参加 を呼び掛 けていただ く。

③公民館活動 とタイア ップ して事業 を行 っていただ く。

④その経験 を生か し講師を務 めていただ く。

⑤そのほか、事業実施への協力 を していただ く。

この よ うに、側面か ら支 えていただ くことで公民館の事業は円

滑に、また効果的に進行 していきます。
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4 公民館主事

公民館主事は市職員等が担当し、公民館の管理や公民館活動ヘ

の助言などをしています。

以上、当市の公民館 の組織 を図にす ると下記 のよ うにな ります。

―宮市における公民館の組織図

― 宮 市 教 育 委 員 会

地 区 公 民 館 活 動 中 央 公 民 館公民館運営審議会

連区公民館長
公民館長

(―宮市教育部長)

公民館推進委員公民館本部役員公民館協力部
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5 地 区公民館 の事業内容

公民館では、地域の 自然条件や生活・文化・人材 な どの特色 を

十分生か し、様々な年代の方が、必要 とす る学習機会 を選択でき

るよ う、各種の学習プログラムを提供 しています。

(1)魅力ある地域づ くり事業

都市化、核家族化、高齢化の進展な どの社会変化 によ り、地

域 の連帯意識 は薄れ、 日常生活での地域社会 とのつなが りが少

な くなってきています。 このため、ぬ くも りと家族のきずなで

結 ばれた家庭や、思いや りと連帯に満 ちた魅力 ある地域づ くり

の推進 をす るため、盆踊 り、 ウォーキング大会な どの各種の事

業を行います。

(2)家庭・青少年学習事業

次代を担 う青少年 に、多 くの学習体験や実践活動 を通 して豊か

な人間性 を育てる。事業を次世代 に引き継 ぐことで、公民館の未

来を委ねる。また、家庭の教育力の低下が指摘 されている今 日、

様々なライフスタイルや家族の形態に対応する学習支援 を行いま

す。

(3)成人・高齢者学習事業 (成 人教養講座 )

成人男女が社会生活 を送 る上で直面す る、様々な課題 に対処す

るための学習活動 を行います。

中でも、高齢化社会が進展 し、高齢の受講者が多 くを占めるこ

とか ら、高齢期に関す る各種の学習プログラムを提供 します。

(4)女性学習事業 (女性学級な ど)

女性がその特性 を生かす一方、様々な分野に参画 しつつあ りま

す。女性の資質の向上を図 り、豊かな人間性 を養 うため、時代に

適応 した学習プログラムを提供 します。

(5)学習発表会事業 (文化展、公民館まつ りな ど)

学習成果 の発表の場 を提供 し、学習者 の 目標設定や知識・技

術の向上を図 ります。

(6)体育 レク リエーシ ョン事業 (運動会な ど)

生涯スポーツ、 レク リエーシ ョン活動 を通 じて、地区住民の

健康、生きがいづ くりを推進 します。
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6 地区公民館の利用

公民館 には講座や公民館利用サークルの活動などのための大小

の部屋があ り、原則 として地区住民の団体・ グループの方に無料

でご利用いただいてお ります。なお、限 られた施設を有効にご利

用いただ くため、利用方法を定めています。

(1)公民館の貸出制限

①公益、公安、その他風俗 を害す るおそれがあるとき。

②営利 を目的 とするとき、または特定の営利事業を援助

するとき。

③特定の政治 目的を有する、または特定の政党の利害に

関す るとき。

④特定の宗教を支持 し、または特定の教派 もしくは教団を

支持するとき。

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関す る法律 (平成 3

年法律第77号 )第 2条第2号 に規定する暴力団 (第 9条第6号

において 「暴力団」 とい う。)の利益になるとき。

(2)公民館の部屋利用

①利用時間

午前 9時か ら午後 9時 まで

(後 片付け、現状回復などの整理時間を含む )

②休館 日

年末年始 (12月 28日 か ら翌年の 1月 4日 まで )

③申し込み方法

使用許可申請書を、使用希望 日の 2ヶ 月前の 1日 から使用

希望 日の 3日 前までに所定の場所に提出します。

(例 )4月 に利用希望す る場合は 2月 1日 か ら提出できます。

(3)貸 出しの優先

公的行事 (市 ・公民館主催事業等)へ の貸出 し優先や趣味

のサークル活動の定期利用方法な どの定めがあ ります。詳細

は各公民館にお尋ね ください。
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7 行事補償保険

行事の中で、事故やケガの無い よ う注意 を していても不可抗力

や うっか リミスな どでけがをす ることがあ ります。そのため、当

市では全国市長会の 「市民総合賠償補償保険」に加入 しています。

以下の活動 に参加す るすべての参加者が対象 にな ります。

(1)対象 になる活動

①市 (=公 民館、以下同 じ)が 主催す る社会体育活動、社会

教育活動

ア、社会体育活動の例

・市民体育大会

・スポーツ教室

・ レク リエーシ ョン活動

・その他市が主催す る社会体育活動

イ、社会教育活動の例

・講演会、講習会、討論会等

・音楽会、演劇会、美術展等

・成人教養講座、女性学級、家庭教育学級等

・青少年に対す る社会奉仕体験活動、 自然体験活動等

・その他市が主催す る活動 (社会見学、観劇会等 )

②その他、市が主催 し、住民が参加す る行事等

河川・道路清掃、防災訓練、民踊、投票所内での投票等

③市の管理下にあるボランティア活動

(2)対象 にな らない場合

①行事 に参加す るための会場 までの往復途上の事故は対象 と

な りません。

②観覧者や応援者 は含 まれません。ただ し、観覧者 または応

援者が当該 スポーツ活動 に起因 して身体障害 を被 った よ う

な場合 は対象 とな ります。例 えば、野球大会の応援者 にフ

ァウル ボールが当た りけがを した場合 は対象 とな りますが、

単なる観覧 中に誤 って転落 したよ うな場合 は対象 とな りま

せん。

-7-



③公民館 の中での事故であっても市主催 の行事でない限 り、

対象 にな りません。市主催行事以外の利用者や 自主サー ク

ル活動は対象にな りません。

(3)保険金額

①死亡補償保険金、後遺障害補償保険金

傷害が直接 の原 因 として事故 の 日か ら180日 以内に死亡の

場合は200万 円、後遺障害 を生 じた場合 は程度 に応 じ8万 円

～200万 円が支払われます。

②通院補償保険金、入院補償保険金

傷害が直接 の原 因 として事故 の 日か ら180日 を経過す るま

での間に通院、入院 した場合、 日数 に応 じ次の保険金が支

払われます。

Ⅲ  お わ りに

日常生活 において地域社会 とのつなが りが少な くなった と言わ

れて久 しくな りま した。公民館 を知 らない世代や、一度 も足 を運

んだことのない人 も増 えつつあ ります。

公民館 の役割 も変わってきま した。 これか らは、若い世代 を含

む多 くの人々に公民館 を知 ってもらう、公民館活動で地域の連帯

意識 を高める、公民館 な らではの学習プ ログラムを提供す るな ど

時代に合 った公民館活動が求め られています。

公民館 は地域 のみな さんが気軽 に集 えるコミュニテ ィの拠点で

す。地域 のみな さんで盛 り上 げていただき、すべての世代が一宮

市の公民館 に親 しんでいただけることを願 っています。
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入院 日数 保険金額 通院 日数 保険金額

1日 ～ 5日 10,000円 1日 .～ 5日 5,000円

30,000円 6日 ～ 15日 10,000円6日 ～ 15日

16日 ～ 30日 60,000円 16日 ～ 30日 30,000円

31日 ～ 60日 90,000円 31日 ～ 60日 45,000円

61日 ～ 90日 120,000円 61日 以上 60,000円

91日 以上 150,000円

1入院保 険:金 1繭||1院1儡1険金



文京 1丁 目 3番 1号 23-7431宮西公 民館

23-7430貴船公 民館 貴船 1丁 目 1番 19号

43-3001神 山公 民館
野 口 1丁 目 6番 22号

(い ちのみや 中央 プ ラザ 内 )

大江 3丁 目 9番 14号 24-5206大志公 民館

24-5107向山公 民館 古金 町 1丁 目 12番 地 1

羽衣 2丁 目 5番 74号 24-5125富士公 民館

78-0002葉栗公民館 大毛字南 出 120番 地

小赤 見字郷浦 53番 地 77-3512西成公 民館

77-4075丹 陽公 民館 三 ツ丼 3丁 目 2番 37号

浅井 町前野字郷 西 85番 地 78-2208浅井公 民館

86-3443北方公 民館 北方町北方字勅使 53番 地 1

末広 3丁 目 6番 1号 45-6601大和公 民館

45-7522今伊勢公民館 今伊勢 町宮後字郷 中茶原 71番 地 3

奥町字下 口西 83番 地 62-8291奥公 民館

68-1221萩原公 民館 萩原 町萩原字河原崎 79番 地

千秋公 民館 千秋 町佐 野字郷西 48番 地 76-0008

小信 中島公 民館 小信 中島字南九反 11番 地 1 62-5150

西五城 字荒子 中切 63番 地 1 64-8383大徳公 民館

開明公 民館 開明字柳苗代 1番地 1(尾 西運動場 内 ) 43-8686

62-8333尾西公 民館 東五城 字備 前 12番 地

明地字宮東 38番 地 69-7850朝 日公 民館

木 曽川公 民館 木 曽川 町 内割 田一 の通 り 27番 地 84-0020

一宮市の地区公民館施設
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